
令和５・６年度建設工事競争入札参加者資格審査基準【抜粋】 

○  対象工事種別  

等級格付を行う工事種別（以下「工種」という。）は、一般土木、舗装、建

築、管及び電気工事とする。  

○  等級格付に係る審査項目及び基準  

(1 )  客観的要素の評定  

客観的要素の評定数値は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７

条の２３第２項の規定による経営事項審査における総合評定値（Ｐ点）を、

次に掲げる方法により再計算した値とする。  

ア  完成工事高に係る評点 (X1)は、等級格付を行う工種に対応する建設業許可

業種の完成工事高の合計金額に応じた評点とする。  

イ  元請完成工事高及び技術職員数に係る評点 (Z )は、等級格付を行う工種に

対応する建設業許可業種の評点 (Z )のうち、最高点とする。  

(2 )  技術・社会的要素の評定  

技術・社会的要素の評定数値は、次に掲げる評価項目及び基準により算出

するものとする。  

ア  工事成績点  

1 )  工事成績点は、当該申請者が令和 2 年 4 月 1 日以降に岩見沢市と請負契

約を締結し、令和 4 年 12 月 31 日まで（以下、この間を「対象期間」と

いう。）に完成した工事及び対象期間以前に請負契約を締結し、対象期間

内に完成した工事における評定点（岩見沢市請負工事成績評定要領（平

成 16 年 3 月 16 日企画財政部長決定）による。）を工種別に平均した値 (A)

に基づき、次式により算出された数値とする。ただし、平均値 (A)に小数

点以下の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。  

工事成績点＝（ (A)－６５）×７＋６５  

2 )  平均値 (A)が８５点以上の場合は、 1)の計算式によらず、工事成績点を

一律に２４５点とする。  

3 )  対象期間内に当該工種に係る評定点を有しない申請者の工事成績点は、

次のとおりとする。  

(ｱ )  申請者が対象期間を工期に含む工事を受注していた場合には、当該工

事の評定点を６５点とみなして工事成績点を算出する。  

(ｲ )  対象期間を工期に含む工事を受注していない場合には、工事成績点を



５０点とする。  

イ  技術点  

1 )  審査基準日において、対象工種に対応した建設業許可業種に係る国家資

格等を有する職員（本市の入札参加資格者名簿に登載される営業所に在

籍する者に限る。）の数に応じて、技術点を付与する。  

2 )  技術点は、1)の職員を次のいずれかに区分して得られた値を合計した数

値とする。ただし、複数の区分に該当する職員にあっては、合計点が最

大となるように区分するものとする。  

(ｱ )  建設業法第１５条第２号イに該当し、かつ、これに係る国家資格等の

取得後１０年を経過している者の数に７を乗じる。  

(ｲ )  建設業法第１５条第２号イに該当する者（ (ｱ )に該当するものを除

く。）の数に５を乗じる。  

(ｳ )  建設業法その他の法令に基づく試験の合格又は免許等の取得により、

建設業法第７条第２号ハに該当することとなった者の数に３を乗じる。 

(ｴ )  建設業法その他の法令に基づく試験の合格又は免許等の取得後、建設

業法施行規則に定められた実務経験を経て建設業法第７条第２号ハに

該当することとなった者の数  

3 )  技術点は、１００点を超えないものとする。  

ウ  社会貢献点  

1 )  申請者が企業として組織的に取り組んだ社会貢献活動等に対し、社会貢

献点を付与する。  

2 )  社会貢献点は、次に掲げる評価項目及び基準により付与する。  

(ｱ )  審査基準日（随時申請にあっても定期の申請の審査基準日とする。以

下同じ。）において、本市との間で災害時における防災活動に関する協

定を締結している場合（申請者が加入する団体によるものを含む。）に、

５点を付与する。  

(ｲ )  申請者が令和 4 年中に本市内で行った奉仕活動又は地域貢献活動（活

動内容を客観的に確認できるものに限る。）に対し、１件につき７点を

付与する（３件を上限とする）。  

(ｳ )  市内業者で以下の要件を満たす者に対し、付与する。  

  ①保護観察対象者等を雇用し、改善更生に協力する協力雇用主として

札幌保護観察所に登録を完了している場合は２点を付与する（ただ

し、審査基準日の前日までに登録を完了していること）。  

  ②①の要件を満たし、審査基準日以前の２年間に保護観察対象者等

である同一人を３か月以上雇用した実績がある場合は３点を付与

する。  

(ｴ )  申請者が令和 3 年 10 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの間に本市

と除雪業務の請負契約（契約検査管理課が入札等を執行したものに限

る。）を締結している場合、一般土木工事について、年度毎に各７点を



付与する。  

(ｵ )  申請者が審査基準日において、本市における冬期間の給水管凍結修繕

当番業務又は公道内水道故障修繕当番業務の協力業者となっている場

合、管工事について、各７点を付与する。  

エ  雇用対策点  

雇用対策点は、次に掲げる評価項目及び基準により付与する。ただし、

(2 )のアの平均値 (A)が６５点未満の者に対しては、雇用対策点を付与しな

い。  

(ｱ )  市内業者である場合に付与するもので、審査基準日現在における営業

年数（１年未満を切り捨てる。）に２を乗じた値とする。ただし、３０

点を超えないものとする。  

 (ｲ )  市内業者で経済産業省の健康経営優良法人の認定を受けている者に

対して、５点を付与する。  

オ  指名停止による減点  

1 )  申請者が令和 3 年 1 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの間に岩見沢

市入札参加資格者指名停止基準（平成７年３月４日市長決定）に基づく

指名停止措置を受けた期間がある場合、その期間１ヶ月につき７点を減

ずる。ただし、１ヶ月未満の端数については、これを切り上げるものと

する。  

2 )  複数回の指名停止を受けている申請者については、各回の期間（１ヶ月

未満の端数切り上げ後）の合計により、減点値を算出するものとする。  

○  その他  

(1 )  等級格付の審査の結果、前期の格付等級に比し、下位に２階級以上変動が

ある場合は、１階級の変動にとどめるものとする。  

(2 )  一般土木工事及び建築工事について、申請者が各工種に対応する土木一式

工事又は建築一式工事に係る特定建設業の許可を有していない場合には、Ａ

ランクの格付を得ることはできないものとする。  


